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≪本書の見方①≫ 

本書は、令和６年度山形県移住世帯向け住まいの支援事業費補助金を、県が提供する電子申請サービス

「やまがたｅ申請」から電子申請を行う方のための操作手順書です。 

「やまがたｅ申請」における共通的な操作方法については、「やまがた e申請（電子申請・施設予約サービ

ス）ポータルサイト」の「ご利用方法」のページ（以下URL）をご参照ください。 

（https://www.pref.yamagata.jp/020051/kensei/online_ymg/shinseitodokede/e-tetsuzuki99/goriyouhouhou.html） 

電子申請では、電子メールを使用します。「pref.yamagata@apply.e-tumo.jp」からのメール受信

が可能な設定に変更してください。 

 

◆本書の表記について 

本書内の操作説明で用いている記号は、以下のような意味があります。 

表示 意味 

 画面上で操作を指定する箇所を示しています。 

●       に示す箇所で行う操作を示しています。 

※ 必須の操作を示しています。 

注 意 操作を進めるうえでの注意事項について説明しています。 

参 考 操作を進めるうえで、知っておく必要があることを示しています。 

【 】 画面上のボタン名を示しています。 例：【同意する】ボタンをクリック 

「 」 画面上の項目名を示しています。 例：画面下部の「申請方法」欄を確認 

 

≪本書の見方②≫ 

本書内に記載している操作説明は、以下のとおりです。 

左側に操作画面、右側に操作の説明を記載しています。 

 

※本書で題材として使用している個人名、連絡先、メールアドレス、住所等は全て架空のものです。 

 
番号順に操作を行い

ます。 

 
具体的な操作内容、注

意点を示しています。 

https://www.pref.yamagata.jp/020051/kensei/online_ymg/shinseitodokede/e-tetsuzuki99/goriyouhouhou.html
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第１章 申請フォームを探す 

本章では、インターネット上で補助金の申請を行っていただく「申請フォーム」画面に辿り着

くまでの手順をお示しします。（以下は一例です。） 

 

1.1  「やまがた暮らし情報館」と検索する 

① 

 

インターネットに接続し、Web

上の検索エンジンで「やまが

た暮らし情報館」と検索しま

す。 

② 

 

 

検索結果が表示されたら、左

のタイトルのページをクリック

します。 

 

 

1.2 「やまがた暮らし情報館（山形県移住交流ポータルサイト）」から「やまがたｅ申請」へ 

 山形県の移住交流ポータルサイト「やまがた暮らし情報館」内に本補助金のご案内ページを

設けています。こちらから申請フォームへアクセスすることができます。 

 ① 

 

●左図のページが表示され

たら、トップスライドに流れ

る、本補助金のバナーボタ

ンをクリックします。 
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② 

 

左図のページ画面が表示さ

れたら、下にスクロールしま

す。 

③ 

 

●「申請方法」の「令和 4 年

度からの継続補助申請

者」に記載された【申請ペ

ージ】ボタンをクリックし

ます。※ 
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山形県のホームページ（HP）内にも、本補助金のご案内ページを設けています。こちらから、申請フォ

ームへアクセスすることも可能です。 

① 

 

ページ画面が表示されたら、下

にスクロールします。 

② 

 

●「申請方法」の「令和 4年度か

らの継続補助申請者」に記載さ

れた【申請ページ】ボタンをクリ

ックします。※ 
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1.3.１  「やまがたｅ申請」に「利用者登録」をして申請する（「利用者登録」をしない方は1．3．２へ） 

「やまがた e申請」サービスを利用するにあたり、「利用者登録」をすることができます。 

利用者登録をすることによって、本サービスへのログインが行えるようになり、 ログイン後は利用者情報

を利用したスピーディーな手続き処理が行えます。 また、過去に行った申込を一覧で照会でき、申込情報

の管理が便利になります。 

① 

 

左図の「手続き申込」ページが

表示されます。 

 

●画面右上の【利用者登録】ボ

タンをクリックします。※ 

② 

 

●左図の「利用者登録説明」ペ

ージ表示されます。 

 「利用規約」を読み、内容をご

確認ください。※ 

③ 

 

●利用規約の内容を確認した

後、【同意する】ボタンをクリ

ックします。※ 
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④ 

 

●左図の「利用者管理」ページ

が表示されます。 

⑤ 

 

 

●画面を下にスクロールし、「利

用者区分」の選択で、【個人】

ボタンを選択します。※ 

 

●「利用者登録」に使用する「利

用者 ID（メールアドレス）」を

入力します。※ 

 

●ID の入力を済ませたら、【登

録する】ボタンをクリックしま

す。※ 

⑥ 

 

左図の画面が表示されます。 

 

「利用者 ID」に使用したメール 

アドレスに「登録アドレス確認 

メール」が送信されています。 
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⑦ 

 

●左図の「登録アドレス確認メ

ール」に記載された URL を

クリックします。※ 

⑧ 

 

左図の「利用者管理」ページが 

表示されます。 

⑨ 

 

●画面を下にスクロールし、任

意の「パスワード」を入力しま

す。※ 

 

●「氏名（フリガナ）」を入力しま

す。※ 

 

「性別」の選択は任意です。 
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⑩ 

 

●「電話番号」を入力します。※ 

 

●「住所」（現住所）を入力しま

す。※ 

 

●「電話番号１」を入力します。  

 ※ 

 

「電話番号２」の入力は任意で

す。 

⑪ 

 

「メールアドレス２」の入力は任 

意です。 

 

●必須項目の入力が済んだら、

【確認へ進む】ボタンをクリッ

クします。※ 

 

⑫ 

 

 

左図の確認画面が表示された

ら、入力した内容に誤りがない

か確認します。 

⑬ 

 

内容の修正が必要な場合は 

【入力する】ボタンをクリックし 

ます。 

 

●内容に問題がなければ、【登

録する】ボタンをクリックしま

す。 
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⑭ 

 

 

「利用者登録」が完了しました。 

 

注 意 

「利用者 ID」と「パスワード」は

ログインの際に必要となりま

す。忘れないよう、保管くださ

い。 

⑮ 

 

●本マニュアル 1.1～1.2 の手

順で、左図の「手続き申込」

のページにアクセスします。 

 

⑯ 

 

 

●ページを下にスクロ―ルし、

利用者登録に使用した「利用

者 ID」と「パスワード」を入力

して、【ログイン】ボタンをクリ

ックします。（続きは本マニュ

アル 1.4へ） 

 

 

 

1.3.２  「利用者登録」をせずに申請する 

 やまがた e申請への「利用者登録」をせずに、本補助金への申請を行うことも可能です。 
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① 

 

●【利用登録せずに申し込む方

はこちら】ボタンをクリックしま

す。※ 

 

② 

 

「手続き申込」ページが表示さ

れます。 

③ 

 

●ページ中段「令和 6 年度山形

県住まいの支援補助金交付

要綱（以下、「交付要綱」）」と

「家賃支払証明書（別記様式

第2号）」をクリックし、ダウン

ロードします。※ 

 

注 意 

ダウンロードした「交付要綱」の規定を

確認し、補助対象者要件等、制度の内容

を改めてご確認ください。 

 

参 考 

「別記様式第 2 号」は、家賃が支払わ

れたことを証明するためのもので、貸主

に記入していただく必要があります。 

印刷して紙に記入、又は電子ファイル

への入力で対応いただいてください。 

 



 

11 

 

③ 

 

●「利用規約」を確認のうえ、ペ

ージ最下部の【同意する】ボタン

をクリックします。※ 

④ 

 

●「利用者 ID入力」ページが表

示されます。※ 

 

●連絡先メールアドレスを入力

します。※ 

 

●メールアドレスを入力したら、

【完了する】ボタンをクリック

します。※ 

⑤ 

 

入力したメールアドレスに、左

図の「連絡先確認メール」が送

信されます。 

 

●メール本文に記載された 

URLをクリックします。※ 

 

URLをクリックすると、本マニ

ュアル第 2章 2．1．1①のペー

ジが表示されます。 

2.1．1からの手順に従い、操作

を行っていきます。 
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1.4  「手続き申込」画面で「交付要綱」と「別記様式第 2号」をダウンロードする 

① 

 

●表示されたページ中段「令和

6 年度山形県移住世帯向け

家賃補助金交付要綱（以下、

「交付要綱」）」と「家賃支払証

明書（別記様式第 2 号）」」を

クリックし、ダウンロードしま

す。※ 

 

注 意 

ダウンロードした「交付要綱」の規定を

確認し、補助対象者要件等、制度の内容

を改めてご確認ください。 

 

参 考 

「別記様式第 2 号」は、家賃が支払わ

れたことを証明するためのもので、貸主

に記入していただく必要があります。 

印刷して紙に記入、又は電子ファイル

への入力で対応いただいてください。 

 

1.５  「手続き申込」画面で「利用規約」を確認し「同意する」 

 

① 

 

●ページを下にスクロールし、

「利用規約」を確認のうえ、ペ

ージ最下部の【同意する】ボタ

ンをクリックします。※ 

 



 

 

 

第２章 必要事項の記入・必要書類の添付 

 本章では、実際に申請フォームでの必要事項の入力や必要書類の添付を行う手順と注意点

等をお示しします。 

 共通事項として、※印があるものは入力必須、▲印は選択肢の結果によって入力条件が変

わります。また、数字は全て半角で入力ください。 

 

2.1.1  「様式第 1号の３」に日付を入力する 

① 

 

「手続き申込」の画面が表示さ

れます。 

 

画面を下にスクロールします。 

② 

 

ここから、必要事項の記入を

行っていきます。 

 

 

●画面の右上 「令和  年  月 

日」の欄に、電子申請を行っ

ている年月日を記入くださ

い。※ 

 

注 意 

令和 7年 1月 17日（申請締切

日）以後の日付は入力できませ

ん。 

 



 

 

 

2.1.2  「様式第 1号の３」の「１ 申請者」に本人情報を入力する 

① 

 

●ご自身の申請区分が「令

和４年度からの継続補助

対象者」であることを確

認し、「申請区分」の「チェ

ックボックス□」をクリッ

クし、✓を入れます。※ 

② 

 

●「氏名」の欄に氏名とフリ

ガナを入力します。※ 

 

●「現住所」の欄に郵便番号

〒と現住所を入力しま

す。※ 

 

注 意  

建物名・お部屋の番号ま

で記載ください。 

住民票に記載の住所と一致

しているかご確認くださ

い。 

 

●県内で転居される等で住

所変更があった場合は、

前住所も入力ください。 



 

 

 

③ 

 

●「連絡先」の欄に「電話番

号」と「電子メールアドレ

ス」を入力します。※ 

 

●「仕事」の欄に「職業（勤務

先）」、「勤務先住所」、「電

話番号」を入力します。※ 

 

●外国人の方は、「国籍」と

「在留資格」を入力してく

ださい。 

 

2.1.3  「様式第 1号の３」の「２ 補助対象経費算出表」に入力する 

① 

 

画面を下にスクロールしま

す。 

 

ここから「２補助対象経費

算出表」に家賃額・住宅手当

額等を入力していきます。 

 

●「支払月」の列で家賃の支

払いを行った月を確認し

ます。 

 



 

 

 

② 

 

●表中「移住した日の属する

月の翌月から何月目の家

賃」の列に、支払った家賃

が、移住した日の属する

月の翌月から数えて何月

目かを入力します。 

次に掲載の早見表で確認

し、「第 月目」を入力くだ

さい。※ 

第２５月目以降の家賃は

補助対象外ですので、入

力は不要です。 

早 

見 

表 

 

 



 

 

 

③ 

 

●「（A）家賃支払額」の列

に、月々の家賃額を入力

します。※ 

 

注 意 

管理費、共益費及び駐車

場料金を除いた額を入力く

ださい。 

 

●「（B）勤務先から支給を受

けた住宅手当」の列に、住

宅手当の金額を入力しま

す。 

勤務先から住宅手当の支

給がない場合は、入力不

要です。 

④ 

 

●自動計算で算出された合

計額を確認します。 

 

注 意 

「（C）補助対象経費」の列

の合計金額は、次の作業で

補助金の上限額との比較に

用います。 

 

 



 

 

 

2.1.４  「様式第 1号の３」の「３ 補助金交付申請額」に入力する 

① 

 

 

画面を下にスクロールします。 

 

ここから「３補助金交付申請

額」に今回申請することとなる

金額を入力していきます。 

 

●「（D） （A）の支払月数」の欄

に、家賃の支払いを行った回

数を入力します。※ 

 

参 考 

例：令和４年７月に移住し、 

令和６年３月、４月、５月、6

月に家賃を支払った場

合・・・４回 

 

② 

 

●「（Ｆ）交付申請額」の欄に「２

補助対象経費算出表 」の

「（C）補助対象経費」の合計

金額と「（Ｅ）」欄の金額を比較

し、低い方の金額を入力しま

す。※ 

 

参 考 

例えば、 

（C）の金額・・・ ２００,000円 

（E）の金額・・・ ４０,000円 

の場合、（F）には、４0,000円

と入力します。 

 

 



 

 

 

2.1.５  「様式第 1号の３」の「４ 補助金振込先」に入力する 

① 

 

画面を下にスクロールします。 

 

ここから、補助金のお振込み

先となる口座情報等を入力し

ていきます。 

 

●「金融機関名」を入力します。 

（○○銀行）※ 

 

●「店舗名」を入力します。 

 （▲▲支店）※ 

 

●「預金種別」を入力します。※ 

 「その他」の場合、空欄に種別

を入力します。 

 

●「口座番号」を入力します。※ 

 

●「口座名義人」「フリガナ」を

入力します。姓と名の間はス

ペースを空けてください。※ 

 

 

2.1.６  必要書類を「添付ファイル」にアップロード 

① 

 

画面を下にスクロールします。 

 

ここから、提出必要書類を電子フ

ァイル化したものを、アップロード

していきます。 

 

●「住民票謄本の写し」欄の【添付

ファイル】ボタンをクリックしま

す。 

※昨年度から変更ない場合は添付

不要 



 

 

 

② 

 

●画面を下にスクロールし、【ファ

イルの選択】ボタンをクリックしま

す。 

③ 

 

●ウインドウが表示されたら、アッ

プロードする電子ファイルを選択

し、【開く】をクリックします。 

④ 

 

●【ファイルを選択】ボタンの横に、

ファイル名が表示されていること

を確認し、【添付する】ボタンをクリ

ックします。 



 

 

 

⑤ 

 

●「添付結果」に選択したファイル

名が表示されていることを確認し、

【入力へ戻る】ボタンをクリックしま

す。 

⑥ 

 

●「住宅賃貸借契約書の写し」欄の

【添付ファイル】ボタンをクリック

します。 

 以降の手順は、上記②～⑤と同じ

です。 

※昨年度から変更がない場合、提

出不要 

  

参 考 

年度途中に県内で転居された場合

等、居住する賃貸住宅の変更があ

った場合は、転居前の賃貸借契約

書の写しと、転居後の賃貸借契約

書の写しの両方の提出が必要で

す。 



 

 

 

⑦ 

 

●「直近３月分の給与支給明細書

の住宅手当以外の部分を黒塗り

したものの写し」の欄の【添付フ

ァイル】ボタンをクリックします。 

以降の手順は、上記②～⑤と同

じです。 

※昨年度から変更がない場合、提

出不要 

⑧ 

 

注 意 

左の画像のように、住宅手当以

外の部分を黒塗り（見えない形に

編集）し、写真に撮る、又はスキャナ

ーで読み取り電子ファイルを添付く

ださい。 

⑨ 

 

●「補助金の振込先の通帳の写し」

の欄の【添付ファイル】ボタンを

クリックします。 

以降の手順は、上記②～⑤と同

じです。 

※昨年度から変更がない場合、提

出不要 

 

注 意 

金融機関名、店名、店番号、口座

種別、口座番号及び口座名義人が

記載されたページの写しを添付く

ださい。 

ネットバンク等で、通帳がない場

合は、上記が確認できるスクリーン

ショット等の画像を添付ください。 



 

 

 

⑩ 

 

●「家賃支払証明書（別記様式第 2

号）」の欄の【添付ファイル】をク

リックします。※ 

以降の手順は、上記②～⑤と同

じです。 

 

参 考 

年度途中に居住する賃貸住宅の

変更があった場合は、転居前と、転

居後の家賃支払証明書の両方の提

出が必要です。 

 

2.2.1  「様式第 3号」の誓約事項と同意事項を確認 

① 

 

画面を下にスクロールします。 

 

ここで、本補助金を申請する

うえでの誓約事項と同意事項を

確認します。※ 

 



 

 

 

 

2.2.2  「様式第 3号」に日付と申請者住所・氏名を入力し「確認へ進む」 

① 

 

●画面右上「令和  年  月 

日」に申請を行っている日

付の年月日を記入くださ

い。※ 

 

●「申請者氏名」を記入くだ

さい。※ 

② 

 

●これまでの操作で入力ミ

スなどがないか、もう一度

ご確認ください。※ 

 

注 意 

数字の半角入力、金額の

誤り、添付書類の情報との

齟齬がないか等ご確認くだ

さい。 

 

●確認ができましたら、画面

を下へスクロールし【確

認へ進む】ボタンをクリ

ックします。 



 

 

 

③ 

 

●入力誤りがある場合、左

図のような表示が出ます

ので、該当項目を修正し

ます。※ 

 

2.3    「申込確認」画面で申請内容を確認し申請する 

① 

 

申込内容の最終確認の画

面が表示されます。 



 

 

 

② 

 

●ページ下部の【ＰＤＦ出力】

ボタンをクリックし、申請

書一式のデータをダウン

ロードします。 

 

注 意 

申請書類は、令和 7 年度か

ら５年間保存する必要があ

ります。（交付要綱第 9 条参

照） 

 

 

●内容に問題がなければ、

【申込む】ボタンをクリック

します。 

修正が必要な場合は、【入

力へ戻る】ボタンをクリッ

クします。 

④ 

 

左の画面が表示されたら、

申請完了です。 

 



 

 

 

第３章 申請完了後について 

申請が完了した後、県の担当者により申請内容の審査が行われます。 

本章では、書類の不備等で修正が必要な場合の対応や、補助金の交付が決定するまでに想

定されることへの対応手順をお示しします。 

 

3.1  「申込完了通知メール」の受信と「整理番号・パスワード」の管理 

① 

 

申請が完了すると、利用登録

に使用されているメールアドレ

スに「申込完了通知メール」が

届きます。 

 

注 意 

メール本文に記載された「整

理番号」と「パスワード」は後か

ら申請の県での処理状況を確

認する際などに使用しますの

で、失くさないよう大切に保管

ください。 

 

 

3.2  「申込内容照会」で「処理状況ステータス」を確認する 

ここでは、行った申請の県窓口での対応状況（以下、「処理状況ステータス」）を「やまがた e 申

請」上で確認する方法をお示しします。 

① 

 

●検索エンジンで、「やまがた e

申請」と検索します。※ 

 

 

 

 

 



 

 

 

② 

 

●検索結果一覧が表示された

ら、左のタイトルのページをク

リックします。※ 

③ 

 

●左のページが表示されたら、

【電子申請】ボタンをクリック

します。※ 

④ 

 

●左のページが表示されたら、

【山形県】ボタンをクリックし

ます。※ 

 



 

 

 

⑤ 

 

●左のページが表示されたら、

【申込内容照会】ボタンをクリ

ックします。※ 

⑥ 

 

●「申込内容照会」の画面で、申

込完了通知メール（本マニュ

アル第 3 章 3.1）に記載され

た、「整理番号」と「パスワー

ド」を入力します。※ 

 （利用者 IDでログインしている場

合はパスワード不要） 

 

●【照会する】ボタンをクリック 

します。※ 

参 考 

「やまがた e 申請の」利用登録

を行っている場合は、ログイン

することで行った申請を一覧で

確認することができます。 



 

 

 

⑦ 

 

左の画面が表示されます。 

 

処理状況ステータスは、「処理

状況」の欄で確認できます。 

表示されるステータスの意味

は、次のページの表をご確認く

ださい。 

（左図の処理状況ステータスは

「処理待ち」の状態です。） 

 

3.3.１  申請内容に不備等がある場合 

申請完了後、県の担当者が内容の審査を行います。（ステータス：「処理待ち」→「仮受付」） 

書類の不備等がある場合は、申請内容を修正していただく必要があります。（ステータス： 

「仮受付」→「返却中」） ※軽微な修正を除く（本マニュアル 3.3.2参照） 

ここでは、その際の対応手順をお示しします。 

表示されるステータス 意味 

処理待ち 申込が終了し、担当者により申込受付（処理）されるのを待っている状態 

仮受付 申込内容を担当者が審査している状態 

取下げ 申込みを行ったが、申請者が取下げた状態 

返却中 申込を受付けて審査したが、内容の誤り等で補正指示を出されている状態 

不受理 
申込を受付けて審査したが、不受理となった状態 

間もなく、県から「不交付決定通知書」がご自宅に郵送されます。 

完了 
審査が完了し、問題のない状態 

間もなく、県から「交付決定及び額の確定通知書」がご自宅に郵送されます。 

≪処理状況ステータスの意味≫ 



 

 

 

① 

 

 

申請内容の修正が必要

な場合、修正必要箇所をお

示しする左図のメールが届

きます。 

 

注 意 

メール文中の「修正必要

事項」で修正内容をご確認

いただき、記載された期限

までにご対応ください。 

 

●本書 3.2 ①～⑦の手順

で「申込内容照会」のペ

ージを確認します。※ 

 このとき、処理状況ステ

ータスは「返却中」に変

わっています。 

② 

 

●メール文に記載のとおり

修正を行った後、ページ

下部の【PＤＦ出力】ボタ

ンをクリックし、変更後

の申請書一式のデータ

をダウンロードします。

※ 



 

 

 

 

3.3.2 軽微な修正について 

 申請内容の修正が必要なもののうち、単純な誤字等で軽微な誤りと判断されたものについ

ては、担当者で修正を行います。 

① 

 

担当者により修正が行われる

と、左図の「お知らせメール」が

届きます。 

●本書 3.2 ①～⑦の手順で

「申込内容照会」のページを

確認します。※ 

② 

 

●「伝達事項」の欄で、担当者が 

修正を行った箇所を確認しま

す。※ 

 

●ページ下部の【ＰＤＦ出力】ボ

タンをクリックし、修正後の申

請書一式のデータをダウンロ

ードします。※ 

操作手順のご説明は以上です。 

電子申請上の操作に関してご不明な点がございましたら、次ページのお問合せ先までご連絡

ください。 

③ 

 

●画面下部の【修正する】

ボタンをクリックします。

※ 

 

注 意 

【取下げる】ボタンをクリ

ックしないようご注意く

ださい。 

 

この後、担当者により再

書類の審査が行われま

す。（ステータス：「返却

中」→「仮受付」） 



 

 

 

 

≪お問合せ先≫  

山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力創生課 

メールアドレス：yamagatakeniju@pref.yamagata.jp 

電話番号：023-630-248８ 

mailto:yamagatakeniju@pref.yamagata.jp

